
東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
等
に
係
る
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

に
対
す
る
附
帯
決
議
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政
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委
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平
成
二
十
三
年
十
二
月
六
日

政
府
は
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
、
十
分
配
慮
す
べ
き
で
あ
る
。

一

東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
と
被
災
者
の
生
活
再
建
に
資
す
る
観
点
か
ら
、
震
災
特
例
税
法
の
執
行
に
当
た
っ
て
は
、
税

制
上
の
手
続
等
を
よ
り
簡
便
か
つ
公
平
に
行
い
、
被
災
地
間
で
運
用
上
の
差
異
が
生
じ
な
い
よ
う
、
十
分
に
配
慮
す
る
こ
と
。

右
決
議
す
る
。


